
統計委員会委員長

北 村 行 伸 殿

諮問第140号

総務大臣

高 市 早

総政企第 58号

令和2年3月30日

経済センサス ー 活動調査及び個人企業経済調査の変更について（諮問）

標記について、 経済センサス ー 活動調査及び個人企業経済調査を一 体的に実施するた

め、 総務大臣及び経済産業大臣から令和2年3月17日付け総統経セ第17号20200310統第
3 号「基幹統計調査の変更について（申請）」 （別添 1) のとおり、 総務大臣から令和

2年3月17日付け総統経第48号「基幹統計調査の変更について（申請）」 （別添2)の
とおり、 それぞれ申請があったところ、 その承認の適否を判断するに当たり、 統計法

（平成19年法律第53号）第11条第 2 項において準用する同法第 9 条第 4 項の規定に基づ

き、 統計委員会の意見を求める。



総 務 大 臣 殿

総 務大

基幹統計調査の変更について（申請）

総統経セ第 17 号

20200310 統第 3 号

令和 2年3 月 17日

下記調査の変更について、 統計法（平成 19 年法律第53 号）第 11 条第1項の規定に基づ

＜承認を受けたいので、 別紙申請事項記載書に関係書類を添えて、 申請します。

記

経済センサス — 活動調査

主管部課 総務省統計局統計調査部経済統計課

経済産業省大臣官房調査統計グルー プ構造統計室

事務担当者 内藤 孝博 電話 03 (5273) 1388 

e-mai I t. na i tou@soumu. go. i Q

奥山 壽大 電話 03 (350 I) 6606 

e-mail okuy_ama-toshihiro@meti. go. jQ 
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総統経第48号

令和2年3月17日

総 務 大 臣 殿

総 務

基幹統計調査の変更について（申請）

下記調査の変更について、統計法（平成19年法律第53号）第11条第1項の規定に基づく承

認を受けたいので、 別紙申請事項記載書に関係書類を添えて、 申請します。

記

個人企業経済調査

主管部課 統計局統計調査部経済統計課

事務担当者 萩原 卓人 電話 03 (5273) 1168 

e-rna i I e-ko j i n@soumu. go. j p
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